
 
 
 

 
 
 
 
 
 

冬道の交通安全を目的として、本格的な降雪時期に向けて道路利用者に冬用タイヤの早期

装着を呼びかけるＰＲ活動を実施しますのでお知らせします。 

この度の活動は、山陰道と国道９号において冬用タイヤ未装着車による走行不能やスリッ

プ事故等による交通障害を未然に防ぐための啓発活動として行います。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

取材を希望される方は、下記の問い合わせ先にご連絡下さい。 

 
※開催場所の詳細は別紙をご確認下さい 

＜報道の皆様へ＞ 

※当日取材を希望される方は、お手数ですが、事前に下記問い合わせ先の担当まで御連絡 

ください。なお、当日の天候によっては中止する場合があります。 

 【 問い合わせ先】 

○国土交通省  中国地方整備局 浜田河川国道事務所 

              副所長             山本
やまもと

 孝行
たかゆき

 

浜田国道維持出張所長  石川
いしかわ

 卓郎
たくろう

 

TEL 0855-27-1133 

益田国道維持出張所長  上田
う え だ

 雅也
ま さ や

  

TEL 0856-22-1415 

    （広報担当）  調査設計課長       藤田
ふ じ た

 新治
し ん じ

 

TEL 0855-22-2480(代表) 

    ホームページ  http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/ 

 

場所①：道の駅 「シルクウェイにちはら」 

日 時：平成３０年１１月２２日(木) 10:00～ （１時間程度） 

場所②：道の駅 「サンピコごうつ」 

日 時：平成３０年１１月２２日(木) 11:00～ （１時間程度） 

場所③：道の駅 「ゆうひパーク浜田」 

日 時：平成３０年１１月２２日(木) 14:00～ （１時間程度） 

場所④：道の駅 「ゆうひパーク三隅」 

日 時：平成３０年１１月２６日(月) 11:00～ （１時間程度） 

 

 

 

 

 

 
 

冬用タイヤ 早めの装着をお願いします。 

島根県警察と国土交通省等が合同でＰＲ 

資料提供先：島根県政記者会 

      江津記者クラブ 

浜田記者クラブ 

益田記者クラブ 

お知らせ 

平成３０年１１月１２日 
浜田河川国道事務所 

参加機関・国土交通省浜田河川国道事務所 

・島根県警察本部交通部高速道路交通警察隊浜田分駐隊 

・島根県江津警察署  ・島根県浜田警察署  ・島根県津和野警察署 

・島根県浜田県土整備事務所 ・島根県益田県土整備事務所 津和野土木事業所 

・江津市交通安全協会    ・浜田市交通安全協会 

・津和野町交通安全母の会  ・津和野地区安全運転管理者協会 

・鹿足郡交通安全協会     

道の駅「シルクウェイにちはら」 
担 当 

道の駅「サンピコごうつ」 
    「ゆうひパーク浜田」 
    「ゆうひパーク三隅」 

担 当 
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道の駅
「ゆうひパ-ク浜田」

・冬用タイヤの早期装着PR活動実施場所

道の駅
「シルクウェイにちはら」

PR活動実施場所③
PR活動実施場所②

PR活動実施場所①
ゆうひパーク浜田

サンピコごうつ

・PR活動実施場所①
道の駅「シルクウェイにちはら」
日時：平成30年11月22日(木) 10:00 ～ ( 1 時間程度 )
場所：国道9号 津和野町池村

・PR活動実施場所③
道の駅「ゆうひパーク浜田」
日時：平成30年11月22日(木) 14:00 ～ ( 1 時間程度 )
場所：山陰道 浜田市原井町

・PR活動実施場所②
道の駅「サンピコごうつ」
日時：平成30年11月22日(木) 11:00 ～ ( 1 時間程度 )
場所：国道9号 江津市後地町

シルクウェイにちはら

啓発活動の内容

・冬用タイヤの早期装着
の呼びかけ

・啓発チラシの配布

山
陰
道(

江
津
道
路)E9

H29年度冬用タイヤの早期装着PRの広報状況
（道の駅ｼﾙｸｳｪｲにちはら 平成29年11月21日）

道の駅
「ゆうひパーク三隅」

PR活動実施場所④

・PR活動実施場所④
道の駅「ゆうひパーク三隅」
日時：平成30年11月26日(月) 11:00 ～ ( 1 時間程度 )
場所：国道9号 浜田市三隅町折居

ゆうひパーク三隅



早めの冬用タイヤの装着と
チェーンの携行を！

過去の交通障害発生状況（国道９号津和野町）

冬用タイヤ ・チェーンの
準備を忘れずに！

国土交通省 浜田河川国道事務所 ０８５５－２２－２４８０
浜田国道維持出張所 ０８５５－２７－１１３３
益田国道維持出張所 ０８５６－２２－１４１５

雪道のノーマルタイヤでの走行は、事故や立ち往生を起こす原因と
なります。
出発の時は晴れていたのに、山は大雪。車が前に進めない・・・
という事も、珍しくありません。

滑り止めの措置は運転者の遵守事項
として罰則が設けられています。

過去の交通障害発生状況（国道９号津和野町）

例年、１２月から積雪あり、ご注意！

冬用タイヤ装着！
タイヤチェーン携行！

バッテリー、
燃料確認！



「ホームページ」で
冬期道路情報を提供しています。

滑り止めの措置は運転者の遵守事項として
罰則が設けられています。

道路に設置しているライブカメラの画像や、気温・路温・積雪深
等の気象情報など、リアルタイムに道路情報を配信しています。
道路情報はスマートフォン、携帯電話からもご覧いただけます。

PC・スマホ専用サイト・・・・・・http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/doyroj/its/real/fr_real4.html
携帯専用サイト ・・・・・・・・・・http://www.cgr.mlit.go.jp/m/livecam.htm

島根県の道路交通法施行細則では、積雪又は凍結している道路で自動車
を運転するときは、

①駆動輪にタイヤチェーンを取り付けるまたは、
②全車輪にスノータイヤ若しくは

スタッドレスタイヤを装着する
こと等とされており、路面の状況に応じた有効な滑り止めの措置を講じてい

ない場合、 処罰の対象 となります。


